２０　　年　　月　　日

国立大学法人山口大学　学長　殿

	所在地
	

	

	申込者（機関名）
	
	

	代表者職・氏名
	
	職印



学術指導申込書

別紙に記載の学術指導同意事項に同意の上、次に示す内容により学術指導（以下「本学術指導」という。）の実施を申し込みます。

	１．指導題目
	

	２．指導目的及び内容
	

	３．指導担当者
	所属
	
	職名
	
	氏名
	

	４．指導期間及び
指導予定時間
	２０　　年　月　日　～　２０　　年　月　日

	
	合計　　時間　

	５．学術指導料
	①指導料
	　　円

	
	②指導料の消費税相当額（①の10％）
	　　円

	
	③必要経費
	　　円

	
	【内訳】　

	
	消耗品・備品費
	　　円

	
	謝金・人件費
	　　円

	
	その他
	　　円

	
	④間接経費（（①＋②＋③）の20％以上）
	　　円

	
	⑤合計（①＋②＋③＋④）
	　　円

	６．指導実施場所
	

	７．事務担当者連絡先
	〒
	　　-
	住所
	

	
	担当部署・担当者氏名
	

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	８．指導題目及び申込者の分類
	指導題目の分野
	
	申込者の業種
	

	
	申込者の分類
	
	申込者の規模
	

	
	本項目は、末尾の「参考」をご参照の上、ご記入ください。

	９．その他
	



学術指導同意事項			　　　別紙

１．申込者は、学術指導料を国立大学法人山口大学（以下「大学」という。）の定める納付期限までに、大学の指定する方法で支払わなければならない。
２．申込者は所定の納付期限までに前項の学術指導料を支払わないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年３％の割合で計算した延滞金を支払わなければならない場合がある。
３．大学及び申込者は、本学術指導の実施の過程において発明等が生じたときは、その取扱いを協議し、書面にて定めるものとする。
４．大学及び申込者は、相手方より開示又は提供を受け、もしくは知り得た技術上及び営業上の情報のうち、秘密の旨の表記があるもの（口頭又は無形の方式により開示した情報の場合は、開示の時点で秘密である旨を相手方に通知し、かかる方式での情報開示があった日から30日以内に、秘密とすべき開示情報の内容を記載した書面を相手方に送付したものについてこれに含めるものとする。）について、秘密情報とし、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。なお、次のいずれかに該当する情報については秘密情報の対象外とする。
一		開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二		開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三		開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報
四		正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
五		相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
５. 前項の定めにかかわらず、裁判所又は官公庁から法令に基づき開示を要請された場合、受領者は、当該要請に応じるのに必要な範囲で、秘密情報を開示することができる。ただし、受領者は、開示する情報が最小限となるよう、適切に対応するとともに、速やかに開示者に開示の事実を通知する。
６．大学及び申込者は、秘密情報を、本学術指導以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
７．大学及び申込者は、輸出管理に関する法令、本学術指導の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるその他すべての関連法令を遵守するものとする。
８．秘密情報の有効期間は、本学術指導開始の日から学術指導完了後３年間とする。
[bookmark: _GoBack]９．大学は、本学術指導の実施内容及び結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。
10．大学は、本学術指導（本学術指導に基づく商品の販売、役務の提供を含む。）によって申込者に損害が発生した場合においても、当該損害についての一切の責任を負わない。
11．申込者は、本学術指導により、大学の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に大学の同意を得なければならない。なお、大学の役員又は教職員（指導担当者を含む。）の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
12. 申込者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当せず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを確約する。
13．申込者は、本学術指導の内容に変更がある場合は、大学に所定の変更申込書を提出するものとする。
14．本申込書に定めのない事項については、大学及び申込者で協議の上決定するものとする。

参考：申込書「８．指導題目及び申込者の分類」の記入について（本紙以降は印刷不要です）

１．分野
次の中から最もふさわしい研究分野の番号を１つ選んで学術指導申込書に記入してください。
	１
	ライフサイエンス
	２
	情報通信

	３
	環境
	４
	物質・材料

	５
	ナノテクノロジー
	６
	エネルギー

	７
	宇宙開発
	８
	海洋開発

	９
	その他
	
	



２．業種
次の中から該当する業種の番号を選んで学術指導申込書に記入してください。　
	業種
	分類
	業種
	分類

	①
	水産・農林業
	農業
	④
	製造業
	一般機械器具製造業

	
	
	林業
	
	
	電気機械器具製造業

	
	
	漁業
	
	
	情報通信機械器具製造業

	②
	鉱業
	鉱業
	
	
	電子部品・デバイス製造業

	③
	建設業
	総合工事業
	
	
	輸送用機械器具製造業

	
	
	職別工事業
	
	
	精密機械器具製造業

	
	
	設備工事業
	
	
	その他の製造業

	④
	製造業
	食料品製造業
	⑤
	電気・ガス・水道業
	電気業

	
	
	飲料・たばこ・飼料製造業
	
	
	ガス業

	
	
	繊維工業
	
	
	熱供給業

	
	
	衣服・その他の繊維製品製造業
	
	
	水道業

	
	
	木材・木製品製造業
	⑥
	運輸・情報通信業
	通信業

	
	
	家具・装備品製造業
	
	
	放送業

	
	
	パルプ・紙・紙加工品製造業
	
	
	情報サービス業

	
	
	印刷・同関連業
	
	
	インターネット附随サービス業

	
	
	化学工業
	
	
	映像・音声・文字情報製作業

	
	
	石油製品・石炭製品製造業
	
	
	運輸業

	
	
	プラスティック製品製造業
	⑦
	卸売り・小売業

	
	
	ゴム製品製造業
	⑧
	金融・保険業

	
	
	なめし革・同製品・毛皮製造業
	⑨
	医療、福祉

	
	
	窯業・土石製品製造業
	⑩
	サービス業

	
	
	鉄鋼業
	⑪
	国、地方公共団体、独立行政法人、その他公益法人等

	
	
	非鉄金属製造業
	⑫
	その他

	
	
	金属製品製造業
	
	




３．分類
次の中から該当する分類の番号を選んで学術指導申込書に記入してください。
なお、４「その他公益法人等」とは、特殊法人、公団、財団法人、社団法人、商工会議所をいいます。
	１
	国内企業
	２
	国

	３
	独立行政法人
	４
	その他公益法人等

	５
	地方公共団体
	６
	外国政府機関

	７
	外国企業
	８
	その他



４．規模
次の中から該当する規模の番号を選んで学術指導申込書に記入してください。
	１
	大企業

	２
	中小企業（※1）

	３
	小規模企業（※2）



※1　中小企業基本法に基づく中小企業
	業種分類
	資本金
	従業員

	製造業その他
	３億円以下
	３００人以下

	卸売業
	１億円以下
	１００人以下

	サービス業
	５千万円以下
	１００人以下

	小売業
	５千万円以下
	５０人以下


上記の資本金又は従業員数のどちらか一方を満たせば対象となります。

※2　中小企業基本法に基づく小規模企業者
	業種分類
	従業員

	製造業その他
	２０人以下

	商業・サービス業
	５人以下





